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○名寄市介護職員研修受講費用助成金等交付要綱

令和４年４月27日告示第1029号

改正

令和５年３月24日告示第1013号

名寄市介護職員研修受講費用助成金等交付要綱

（目的）

第１条 この告示は、介護人材確保対策として、介護職員研修の受講費用助成並びに既

に介護職員初任者研修を修了した者及び介護福祉士の資格を取得している者が市内の

介護保険事業所等に就業することを支援し、市内の介護保険サービス事業所等におけ

る介護職員の安定した定着を図ることにより介護サービスを必要とする市民の福祉の

向上に寄与することを目的とし、名寄市補助金等交付規則（平成18年名寄市規則第54

号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

（１） 介護保険サービス事業所等（以下「事業所」という。） 次に掲げる事業の

いずれかを行う事業所であって、市内に所在するものをいう。

ア 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第１項に規

定する居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業

イ 法第８条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業

ウ 法第８条第26項に規定する施設サービスを行う事業

エ 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予

防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与

及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）を行う事業

オ 法第８条の２第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業

カ 法第115条の45第１項第１号に規定する事業（ハに規定する生活支援事業及び

ニに規定する介護予防支援事業を除く。）を行う事業

（２） 初任者研修 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第22条の23第

１項に掲げる研修であって、都道府県知事が指定する研修機関が行うものをいう。

（３） 実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第40条第

２項第５号又は第６号（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令
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第49号）第21条第３号に定めるものに限る。）に規定する介護福祉士試験の受験資

格の修得を目的とした研修をいう。

（４） 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法第42条第１項に掲げる介護福祉士

の登録を受けた者をいう。

（助成対象者）

第３条 介護職員研修受講費用の助成対象となる者（以下「対象者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する者をいう。

（１） 申請時において市内に住所を有し、居住している者

（２） 前条に掲げる事業所に職員として就業中の者又は就業の内定を得ている者。

ただし、市内の大学、高等学校に通学する者については、前号の要件にかかわらず、

受講修了後、当該教育機関卒業後（中途退学した場合はその時点）直ちに前条に掲

げる事業所への就業を誓約している者とする。

（３） 受講終了後、１年以上同一事業所（市内において複数の事業所を運営する法

人内での異動を除く。）に介護職員として勤務しようとする者

（４） 市税等に未納がない者

（５） 日本国籍を有する者又は就労に制限のない在留資格若しくは就労に制限のな

い法的地位を有する者

（助成対象経費）

第４条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、申請者が研修を

受講した際に負担した受講料及び教材費とする。ただし、国、都道府県、市町村等か

ら介護職員研修の受講に係る経費の助成等を受けている場合における助成対象経費は、

当該助成等の金額を除いた額とする。また、未受講により再受講した経費等は助成の

対象外とする。

（助成金の額等）

第５条 助成金の額等は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 初任者研修にあっては84,000円を、実務者研修にあっては135,000円を上限

とし、予算の範囲内で助成する。

（２） 助成は、１人１回限りとする。

（３） 第11条第１号に掲げる就職支度金と重複することはできない。

２ 名寄市が過去に実施したこの告示に類する助成金と重複することはできない。

（助成金の申請）

第６条 助成を受けようとする者は、名寄市介護職員研修受講費用助成金申請書（別記
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様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

（１） 研修受講受付証明書及び研修受講費用受領書（受講料及び教材費が明記され

たもの）

（２） 事業所の就業証明書又は内定通知書

（３） 運転免許証、旅券、健康保険証等その他本人であることを確認できる公的身

分証明書の写し

（４） 誓約書

２ 研修の修了証明書については、手元に届き次第速やかに市へ持参し確認を受けるも

のとする。

（助成決定及び通知等）

第７条 市長は、前条の申請があった場合は、その助成の可否を決定し、名寄市介護職

員研修受講費用助成金決定（却下）通知書（別記様式第２号）により申請者に通知す

るものとする。

２ 助成金の支給を受けた者（以下「助成対象者」という。）は、次条各号のいずれか

に該当したときは直ちに、名寄市介護職員研修受講費用助成金支給要件非該当報告書

（別記様式第３号）により、市長に報告しなければならない。

３ 助成対象者は、次条の返還命令を受けたときは、助成金を一括して返還しなければ

ならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

（助成金の返還）

第８条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既

に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。なお、市長が特別の理

由があると認めた場合はこの限りでない。

（１） 事業所に就労しないとき。

（２） 受講終了後の就労期間が１年を経過せずに退職又は市外の事業所へ異動した

とき。

（３） 研修を１年以内に修了しなかったとき。

（研修機関）

第９条 介護職員研修費用助成を受けようとする者は、市内の研修機関が主催して実施

する研修を受講するものとする。ただし、市内の研修機関で受講できない特別な理由

がある場合については、受講開始より前にあらかじめ市外研修機関受講申出書（別記

様式第４号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前条の申出があった場合は、その可否を決定し市外研修機関受講承認（却
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下）通知書（別記様式第５号）により申出人に通知するものとする。

（就職支度金支給対象者）

第10条 就職支度金の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

（１） 申請時において市内に住所を有し、居住している者

（２） 介護職員初任者研修を修了した者及び介護職員実務者研修を修了した者又は

介護福祉士の登録を受けた者で、新たに介護職員として事業所に就労する者

（３） 市税等に未納がない者

２ 市内事業所で介護職員として就労経験がある者で、就労していた事業所を退職後１

年以上経過して新たに介護職員として就労する場合は、支給対象者とする。

（就職支度金の額等）

第11条 就職支度金の額等は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１） 就職支度金の額は84,000円とし、予算の範囲内で支給する。

（２） 支給は１人１回限りとする。

（３） 第５条第１号に掲げる助成金と重複することはできない。

（４） 名寄市が過去に実施したこの告示に類する助成金と重複することはできない。

（就職支度金の申請）

第12条 就職支度金の支給を受けようとする者は、名寄市介護職員就職支度金交付申請

書（別記様式第６号）に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな

らない。

（１） 就業する事業所の雇用通知書等で就業が証明できるもの

（２） 介護職員初任者研修受講修了証明書及び介護職員実務者研修受講修了証明書

又は介護福祉士登録証

（３） 運転免許証、旅券、健康保険証その他本人であることを確認できる公的身分

証明書の写し等

（４） 誓約書

（５） 職歴申告書（別記様式第７号）

２ 前項の申請は、市内事業所で就業を開始する日を基準として90日以内に行うことと

する。

（支給決定及び通知等）

第13条 市長は、前条の申請があった場合は、その支給の可否を決定し、名寄市介護職

員就職支度金支給決定（却下）通知書（別記様式第８号）により申請者に通知するも

のとする。
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２ 支度金の支給を受けた者（以下「支給対象者」という。）は、次条に該当したとき

直ちに、名寄市介護職員就職支度金支給要件非該当報告書（別記様式第９号）により

市長に報告しなければならない。

３ 支給対象者は、次条の規定による返還命令を受けたときは、就職支度金を一括して

返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

（就職支度金の返還）

第14条 市長は、就職支度金の交付を受けた者が、就労後１年を経過せずに退職又は市

外の事業所へ異動したときは、既に交付した支度金の一部又は全部を返還させること

ができる。なお、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

（実績報告）

第15条 第７条第１項により助成対象者となった者は、受講後の就労期間が１年を経過

したとき、第13条第１項により支給対象者となった者は就労後１年を経過したときに

遅滞なく、名寄市介護職員研修受講費用助成金等交付実績報告書（別記様式第10号）

を市長に提出しなければならない。

（交付決定の取消）

第16条 市長は、虚偽その他の不正の手段により申請者が支給を受けたことが判明した

ときは、その決定を取り消すことができる。

（委任）

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公示の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。

（失効）

２ この告示は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前

に交付が決定された助成金については、この告示の失効後においても、なおその効力

を有する。
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別記様式第１号（第６条関係）
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別記様式第２号（第７条関係）
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別記様式第３号（第７条関係）
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別記様式第４号（第９条関係）
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別記様式第５号（第９条関係）
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別記様式第６号（第12条関係）
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別記様式第７号（第12条関係）
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別記様式第８号（第13条関係）
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別記様式第９号（第13条関係）
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別記様式第10号（第15条関係）


